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特定健康診査・特定保健指導が 
　　　　　　　　はじまります

まちの話題
防犯ボランティアの結成を！

わがまち企業探訪
　　　　　　　　　ほかブックスタート事業開始ブックスタート事業開始
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今
年
度
か
ら「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」

に
よ
り
生
活
習
慣
病
予
防
の
早
期
発
見
を
徹
底
す
る
た
め

に
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）

に
着
目
し
た
「
特
定
健
康
診
査
」
と
、
そ
の
結
果
に
基
づ

い
て
適
切
な
健
康
づ
く
り
を
支
援
す
る「
特
定
保
健
指
導
」

を
実
施
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
基
本
健
康
診
査
は
老
人
保

健
法
に
よ
り
市
が
中
心
と
な
り
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、

平
成　

年
度
か
ら
は
、　

歳
〜　

歳
の
す
べ
て
の
医
療
保

２０

４０

７４

険
加
入
者
に
対
し
て
、
各
医
療
保
険
者
（
国
保
・
健
保
な

ど
ご
自
分
が
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
者
）に
お
い
て「
特

定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
」
が
法
に
よ
り
義
務
付
け

ら
れ
、
国
が
示
し
て
い
る
実
施
方
法
に
沿
っ
て
行
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
市
で
は
、　

歳
か
ら　

歳
の
国
民
健
康
保

４０

７４

険
加
入
者
を
対
象
に
実
施
し
、
国
保
加
入
者
以
外
の
人

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
加
入
す
る
医
療
保
険
者
が
実
施
し
ま

す
。
な
お
、　

歳
以
上
の
人
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

７５

よ
り
実
施
さ
れ
ま
す
。
生
活
習
慣
病
は
治
療
に
長
い
時
間

が
か
か
り
ま
す
。
健
診
を
受
け
て
生
活
習
慣
病
を
予
防

し
、
健
康
を
保
ち
ま
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
早
期
発

見
・
早
期
治
療
が
大
切
で
す
。
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特定健康診査・特定保健指導
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○
パ
ト
ロ
ー
ル
は
、

 

な
る
べ
く
目
立
つ
姿
で
…
！

○
ま
ず
、
で
き
る
こ
と
か
ら

 

は
じ
め
よ
う
…
！
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中村周平さん　９２歳（有明町）
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保険料（年額） 均等割 所得割

＝ ＋定額
37,462円

所得に応じて計算
基礎控除後の総所得額×7.60％

100円未満は
切り捨て（ ）

�
�
�
�
��
�

��

�

�
�
�
�

��

住民税

平成18年中の
所得に対して課税

所得税所得税

所得税所得税住民税

税源移譲により 
増額となった住民税額
（減額となった所得税額）

税源移譲により増額となった
住民税相当額が還付されます。

申告により

平成19年中の
所得に対して課税

所得税非課税住民税

還付

所得税

所得税
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　県及び大好きいばらき県民会議では、地域コミュニティが本来

持っている力（ご近所の底力）を再生・活性化することをねらいと

して、先進的で独自性の高い内容の活動に対し、他の地域のモデル

となっていただくことに期待して助成を行います。

����　１団体あたり10万円以内

����　６月18日（水）までに郵送または持参により、大好きい

ばらき県民会議に申請書を提出してください。（当日消印有効）

�������　各地方総合事務所や市役所の受付にて配布してい

るほか、ホームページからダウンロードすることもできます。

　（アドレス　http://www.daisuki-ibaraki.jp/）

����　大好きいばらき県民会議　�029－224－8120
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行政相談

家庭児童相談（予約制）

心配ごと相談（予約制）

年金相談と年金請求
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補装具の巡回相談
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人口と世帯人口と世帯
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３１，820人（－16人）
�����������	���
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１１，８３０世帯（＋１７世帯）

納期限６月30日（月）
口座振替は６月25日（水）
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６月の納税 ○市県民税（第１期）
○国民健康保険税（第１期）
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